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【口頭指摘】 

指摘事項 対応状況 令和５年度事業名・予算額 

１ 県立高校内図書室の図書資料充実について 

 県立高校各校ごとの図書購入実績額を比較したところ、学

校によっては２倍以上の差が生じていました。 

現在、図書購入額は各校の判断とされていますが、教育委員会

は、各校ごとの図書購入実績についてその閲覧方法を工夫す

るなど県民に広く公開することで、各校の積極的な予算活用

を促し、生徒のニーズに応じた図書資料の充実を図るべきで

あります。 

また、家庭の事情により図書等の購入が難しい生徒もいる

ことを考慮し、各高校間の図書購入費の差が教育格差になり

かねないことをふまえ、学校図書資料及び図書室の積極的な

活用に向け引き続き取り組むべきであります。 

 

各学校の図書購入費については、実績額が多い学校は、国認定事業

に係る予算措置や同窓会寄付金等による購入増といった年度ごと

の特殊事情もありましたが、県予算(学校裁量予算)の執行額のみ

の比較においても、学校間で一定の差が生じている状況でした。 

今後、県立高校それぞれの図書購入費の実績をホームページで公表す

るとともに、学校間での相互貸借制度や県立図書館からの貸出支援を活

用することで、各学校の特色や生徒のニーズに応じた図書資料の充実を

より一層図っていきます。 

また、学校図書館による授業支援（図書資料の貸出、図書館での授業実

施、成果発表）、各学校図書館行事や主催イベントの実施は既に全校で定

着しており、司書教諭や司書等の研修機会の充実など、学校図書資料及

び図書室の積極的な活用に資する取組を進めているところですが、学校

図書館が生徒の「知」の習得に関して重要な働きを担っていることを踏ま

え、指導主事による学校訪問の際には他校の図書購入状況を情報共有

するとともに、図書購入費や活用状況の聞き取りを行うなど、引き続き、

学校図書館の充実に努めていきます。 

 

県立学校裁量予算事業（高等学校

運営費）          

 673,864千円 

 

２ 美術品の購入について  

鳥取県立美術館整備基本計画においては、「コレクションポ

リシー（収集方針）の見直しを図り、より広範囲の、国内外の

優れた美術作品等の収集を図る」と記述されていますが、収集

方針の見直し内容について、県民に対して十分な説明がない

中で、令和３年度に 1,890 万円で購入した美術品８点のうち

５点は鳥取県にゆかりのない現代美術作品であり、従来の収

集方針にはない作品が購入されています。また、基金により購

入を開始した平成９年度から令和３年度までに約12億円をか

けて 819 点の作品を購入していますが、これらの作品に関す

る県民へのＰＲが十分に行えていない状況であります。 

 

県立美術館が新設されることに伴い、今後は県民にさまざまなジャン

ルの優れた作品に触れていただきたいと考え、鳥取県ゆかりの作品に加

えて国内外の優れた美術作品や同時代の美術の動向を示す作品も収集す

るよう方針の見直しを行いましたが、見直し内容について県民に届く十

分な説明が行えていませんでした。 

このため、令和４年９月以降、県内各所で美術館のコンセプトや収集方

針の拡充について広く県民に周知し、購入作品の意義を伝える説明会等

を開始しています。 

今後もさらに、美術館の目的やコンセプトとそれに連動する収集方針､

さらに現代アート全般の魅力等、どのような美術館を目指そうとしてい

 

鳥取県立美術館整備推進事業 

1,077,218千円 

 

｢県民立美術館｣実現プロジェクト

事業                  

12,996千円 

 

開館前カウントダウンＯＰＥＮＮ

ＥＳＳ！戦略事業 【新規】    

16,500千円 
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指摘事項 対応状況 令和５年度事業名・予算額 

県民が待ち望む美術館開館に向けて、引き続き美術品を収

集していくためにも、基本構想の段階から目指している県民

本位の「県民立美術館」という目標を念頭に、美術品の収集方

針、収集した作品によりどのような美術館を目指そうとして

いるのか、県民に十分理解いただけるよう丁寧な説明を行う

べきであります。 

るのか学芸員が中心となって丁寧に説明する「美術館学芸員キャラバン」

を実施するとともに、県立美術館開館に向けた機運醸成のための広報活

動等を実施する中で、より県民に十分理解いただけるよう努めていきま

す。 

全県美術館構想に向けたネット

ワークづくりスタートアップ事業 

5,224千円 

 

県立美術館利用者20万人達成プロ

ジェクト事業【新規】 

15,830千円 

３ 新型コロナウイルス感染症医療環境整備等事業について 

新型コロナウイルス感染症への対応のために、医療機関、検

査機関へ多くの設備が整備され、医療体制、検査能力が強化さ

れました。 

整備された機器の中には、現状でもほとんど使用実績がな

いものもあるようですが、今後、感染が収束した際にはさらに

利用されなくなる機器が増えることが予想されます。 

感染収束後においても、新たな変異株や、新たな感染症の拡

大に備える必要があるため、これらの機器や、備蓄された消耗

品の有効活用、維持管理、更新をどのようにしていくのか基本

的な方針を検討しておくべきであります。 

 

当該事業で整備した機器等は新型コロナウイルス感染症の収

束後も有効に利活用し、耐用年数満了まで適正に管理するよう各

医療機関に対して周知しました。 

 なお、当該事業は国の交付金事業であり、新たな感染症の拡大

に備えた設備の更新に係る取扱いが示されていないため、機器や

消耗品の維持管理、更新についての基本的な方針は、現時点では未定で

す。今後の状況を踏まえて検討していきます。 

 

 

新型コロナウイルス感染症総合対 

策強化事業【新規】 

10,150,000千円 

４ 産後ママと赤ちゃんすくすく応援事業について 

県中部では宿泊型、デイサービス型の産後ケアを行う施設

が診療所１か所のみであり、更に出産後３か月程度までの受

け入れとされているため、４か月以降の方は東部又は西部の

施設まで行かないとサービスを利用することができないな

ど、地域により利用可能なサービスに格差が生じています。 

国においては妊娠時・出産時に合計１０万円の経済的支援

及び伴走型支援の充実、出産一時金の増額、令和５年度のこど

も家庭庁の創設、令和６年度の児童福祉法の改正など子育て

支援の充実に向けた大きな動きがある中、これらの動向を踏

まえつつ、市町村、関係機関と連携し、必要なサービスを地域

格差なく提供できるよう、必要な施設の整備を図るべきであ

ります。 

 

県中部においては、新たな産後ケア施設設置に向けて、県助産師会とと

もに産後ケア事業の実施主体である市町村や医療機関へ働きかけを行

い、令和５年中に三朝温泉病院でデイサービス型の産後ケア事業を開始

する予定であり、現在、必要な人員体制の確保や温泉の特色を活かした産

後ケアの内容について検討しています。 

今後も引き続き、産後ケアサービスの拡充に向けた働きかけを強めて

いきます。 

 

産前産後のパパママほっとずっと

応援事業（助産所施設・設備整備事

業） 

3,000千円 

 

産後ケア実施のための施設整備支

援事業【新規】６月補正 

7,500千円 
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指摘事項 対応状況 令和５年度事業名・予算額 

５ 鳥取県産業振興未来ビジョンについて 

鳥取県産業振興未来ビジョンでは、「コロナ危機を克服し、

県経済・産業の再生と持続的発展を実現」を基本目標に掲げ、

①再生、②発展、③基盤の３つの指針と、６つの再生・発展リー

ディング・プログラムにより対策を進めていますが、現行のプ

ログラムは製造業、観光業等を中心としたものになっていま

す。 

一方、本県の卸売・小売業は、経済センサスによる従業者数

が県全体の約２割、県民経済計算による生産額も約１割と製

造業同様にウェイトの大きい産業ですが、以前より電子商取

引の普及により厳しい状況にあったところ、新型コロナウイ

ルス感染拡大の影響により、従業員者数は平成28年から令和

３年で３千人以上減少、事業所数及び売上も他産業に比べ大

きく減少と、状況悪化に拍車がかかっています。 

本県の経済・産業の再生と持続的な発展のためには、鳥取県

産業振興未来ビジョンにおいて卸売・小売業を基盤的産業と

して位置づけ、新たな戦略を提示し、対策を強化する必要があ

ります。併せて、その戦略を推進するため、卸業・小売業の関

係者と意見交換し、具体的な対策について検討、実施すべきで

あります。 

 

６つの再生・発展リーディング・プログラムは、鳥取県産業振興未来ビ

ジョン（以下「ビジョン」）策定（令和３年４月）から３年間程度、集中

的に実施することとしていたもので、策定後の社会経済環境の状況を踏

まえ、令和６年度に向けてビジョンを改定していくこととしています。令

和５年５月１８日には、「はばたく！鳥取県産業未来共創会議」を創設し、

産業界をはじめとした関係者と共に議論しながら本県産業の未来づくり

を進めていくこととしました。 

ビジョンの改定に先立ち、新型コロナウイルス感染症拡大や物価高騰

等により、経営上、大きな影響を受けた卸・小売業をはじめとした小規模

事業者の再生を図ることが必要という認識の下、令和５年度６月補正予

算により、小規模事業者の事業承継や黒字化の取組、ＤＸによる生産性向

上、価格適正化や賃金アップの取組等を支援する事業を計上して対策を

強化しました。 

共創会議のワーキンググループなど、卸・小売業に関わる事業者を含む

多様な関係者との意見交換等を参考に、新たな戦略を盛り込むなどしな

がらビジョンの改定につなげていきます。 

 

 

はばたく！鳥取産業未来共創プロ

ジェクト推進事業【新規】 

1,002千円 

小規模事業者の経営力強化伴走支

援事業【新規】 

20,200千円 

今から備える！事業承継準備支援

事業【新規】 

17,652千円 

県内産業DX生産性向上支援事業

【新規】 

22,150千円 

価格適正化と賃金アップによる経

済の好循環推進事業【新規】 

105,500千円 

鳥取県産業未来共創事業【新規】 

4,376,901千円 

 

６ 男性の育児休業取得について 

県は「鳥取県性にかかわりなく誰もが共同参画できる社会

づくり計画」において、令和７年の男性育児休業取得率30%を

目標として掲げていますが、令和３年度に県が実施した職場

環境等実態調査では、県内の男性育児休業利用希望者50.3%、

取得した方が良いと考えている事業主76.8%、取得した方が良

いと考えている男性従業員84.9%に対し、実際の男性育児休業

取得率は13.4%（女性取得率86.3%）に止まっており、意向と

 

男性の育児休業の取得促進施策としては国の両立支援等助成金等があ

り、これらを補完する形で「働きやすい職場づくり活動支援補助金（育児・

介護休業取得支援型）」を作りましたが、利用実績がなくニーズを捉え切

れていないことから一旦終了しました。 

県では、国における子ども施策の動向等を踏まえ、「第２次鳥取県女性

活躍推進計画」において男性育児休業取得率（民間企業）を令和７年度ま

でに85%とする高い目標を打ち出しており、これを達成するには、県全体

 

働きやすい鳥取県づくり推進事業  

13,667千円 

（子育て家庭部） 

シン・子育て王国男性育児休業取

得応援事業【新規】９月補正 

10,000千円 
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指摘事項 対応状況 令和５年度事業名・予算額 

かけ離れた結果となっています。また、調査結果では、男性の

育児休業取得時の課題として、代替要員の確保、他従業員の業

務負担が大きいと整理されています。 

民間調査においても、育児休業の促進に注力し、制度整備し

ている企業を選びたい就活生が７割以上という結果もあり、

県内企業の育児支援に係る社内体制は人材採用活動にも影響

がある問題です。 

県は「働きやすい鳥取県づくり推進事業」の中で、育児休業

を取得しやすい社内体制の見直しについての補助金を整備し

進めていますが、令和３年度実績はゼロとなっています。県内

企業の就業規則、職場環境の実態をよく調査し、課題解決のた

めに現行補助制度を点検し、新たな施策の検討を進めるべき

であります。 

の機運をさらに高めることが必要です。 

男性育休取得促進のためには様々な方向から施策を展開することが必

要であり、県内の育休導入企業への伴走支援、男性育休を取得させた事業

主等に対する奨励金制度の創設、さらには国の子育てサポート企業認証

制度「くるみん」の取得サポートなどの新たな事業を実施していきます。 

 

７ 学校給食への県産食材導入支援について 

「食のみやことっとり～食育プラン(第３次)～」では、学校

給食用食材の県産品利用率について「70％以上で向上を図る」

という目標を掲げています。 

この目標達成に向けて、学校給食等食材供給システム化促

進事業では、市町村が実施する県産農林水産物や加工品の学

校給食等への導入に向けた広域的な供給体制の検討、加工品

の試作等に対して助成しています。 

しかしながら、平成26年度に１市、27年度に１町が活用し

たものの、28年度以降は活用実績がない状況であることから、

学校給食の主体である市町村などの関係者の意見をよく聞

き、地元食材調達への支援等、現場の課題に対応可能な支援制

度に改善すべきであります。 

 

現在、県教育委員会と連携し、各市町村教育委員会等との意見交換や、

栄養教諭等学校関係者の講習会等の活用などを通じて、学校給食におけ

る県産食材利用率向上を目指しているところです。 

また、食育の日(毎月19日)、食育月間、とっとり県民の日、全国学校

給食週間等の取組を通じ、県産食材を活用した学校給食の提供と、献立を

活用した食に関する指導も推進しています。 

学校等の給食で提供される県産食材の使用率の維持・向上を図るため、

市町村などの関係者に現場の課題や必要な支援の聞き取りを行い、市町

村等が行う県産食材供給の仕組みづくりや地域の食文化承継に繋がる活

動等への支援を令和５年度６月補正予算で創設したところです。 

 

 

学校や地域と連携した地産地消率

向上支援事業  

5,000千円 
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指摘事項 対応状況 令和５年度事業名・予算額 

８ がんばる地域支援事業について 

令和３年５月の鳥取県山間集落実態調査では、過疎化・高齢

化の進展が著しい山間地域に居住する世帯の 86.4％が、今の

集落に住み続けたいと定住の意向を示されています。 

一方、県では住民が将来にわたり安心して暮らせるよう、地

域で自主的・主体的に課題解決に取り組む活動などに対して

様々な支援制度を設けているものの、本事業における令和３

年度当初予算に対する執行率は３割程度にとどまるものであ

りました。 

中でも、小さな拠点づくりの次世代リーダーや小規模高齢

化集落等への若者定住・集落活性化、地域における生業の人材

受入策など、地域の担い手を確保し次世代に引き継ぐための

取組や環境整備に係る事業については活用実績がありません

でした。 

特に、中山間地域においては農業で生計を立てる高齢者が

中心であり、水田など農地の多面的機能を鑑みれば、担い手の

不在によって近い将来、耕作放棄地など農地の荒廃と、自然災

害や鳥獣被害の蚕食的拡大が危惧されるところであります。 

ついては、県において各地区に設置する中山間地域等サ

ポートチームを核として、農林水産部や市町村と連携して、農

業分野からのアプローチも加味しながら地域の実情を把握

し、地域課題の解決に取り組む人材の育成・確保、地域運営組

織の形成や活動を支援するなど、地域に寄り添った中山間地

域振興策を講じることで、将来にわたって安心して暮らせる

地域づくりを実現するよう、本事業の活用実績を上げるため

の工夫・改善を図るべきであります。 

 

高齢化・人口減少が進む中でも安心して暮らせる地域づくりを目指し、

市町その他の関係機関と連携しながら、きめ細かなサポートを行うため、

令和４年５月に新たに、東部・中部・西部・日野の地区ごとに「中山間地

域等サポートチーム」を設置しました。 

サポートチームでは地域の課題整理や先進事例の紹介、話し合いの円

滑化等の支援を通じて、補助制度を活用した地域づくりを行う地域の取

組や人材の掘り起こしを進めており、令和４年度には新たに小さな拠点

づくりの次世代リーダー（担い手）育成の取組が行われるなど支援制度の

活用につながっています。 

また、移動支援をはじめとする住民共助の取組への支援を継続すると

ともに、各地域で動き始めた機運や取組を実践段階まで発展させる上で

特に重要な役割を果たす「ファシリテーター」を身近に確保するため、そ

の人材育成を進めており、住民主体による地域づくりの支援体制を更に

充実させます。 

さらに、既に形成されている「小さな拠点」における、持続性の確保や

機能拡充などに向けての課題や要望を把握し、中山間地域等が抱える課

題に部局横断的に対応するため設置した中山間振興統括本部を通じて関

係部局と連携を図るなど、地域に寄り添った施策を講じているところで

す。 

 

中山間地域に関わる人財確保育成

事業 

9,985千円 

 

がんばる地域支援事業 

70,531千円 
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指摘事項 対応状況 令和５年度事業名・予算額 

９ 未収金対応について 

病院局における未収金の中で、病院患者の自己負担分であ

る医業未収金については、各債務者の事情に寄り添った対応

を行うとともに、回収困難なものは外部委託を行うことによ

り、近年の未収金累計額は減少傾向にあり、取組の成果が伺え

ます。 

しかし、税務調査における職員手当の源泉徴収漏れを起因

とした追徴金などの医業外未収金では、令和３年度は未対応

であるとともに、過去の未収金対応の記録も不明瞭な状況で

す。 

更に、医業外未収金については、債務者に対し１０年以上も

督促を行わない事案や担当者任せにした事案があるなど杜撰

な対応であり、公平性が求められる未収金対応への姿勢に疑

問を抱かざるを得ません。 

ついては、病院局内での情報共有や対応方針の決定など組

織的な取組はもちろんのこと、令和３年度から発足された鳥

取県税外債権管理プロジェクトチームと実効性のある連携を

図りつつ、モラルハザードの助長とならないよう医業外未収

金の対応を早期に実施すべきであります。 

 

決算審査特別委員会の指摘を受け、診療情報開示に係る手数料や職員
手当の源泉徴収漏れを起因とした追徴金等、医業外未収金の各債務者に
対して納付を働きかけた結果、令和４年度に１件、令和５年度は８月２日
までに３件の計４件（109,337円）収納しました。 
また、適切な未収金管理を行うために、病院局では「金銭債権に対する

支払督促等法的措置実施要領」を改正し、医業外未収金もその対象に含め
るとともに、両病院においては「医業外未収金管理事務取扱要領」をそれ
ぞれ定め、医業外未収金についても適切に債権管理を行う規程を整備し
ました。 

今後も病院局及び両病院内で情報共有を図りつつ、組織的に対応する

ことはもとより、債権管理プロジェクトチームにおいても、法的手続きを

含めた債権管理・回収のあり方について検討を行い、適切な債権管理に取

り組んでいきます。 

 

 


